
東

京

美

術

學

校

長

正

木

直

彦

美
術
審
査
委
員
會
主
事

文
部
大
臣
岡
田
良
平
殿

本
校
規
則
改
正
ハ
敷
年
来
ノ
懸
案
二
有
之
候
慮
種
々
考
究
ノ
結
果
現
在
ノ
本

校
ヲ
麿
シ
新
二
東
京
美
術
専
門
學
校
東
京
美
術
工
藝
學
校
ノ

ニ
校
ヲ
置
ク
ヲ

可
ト
シ
且
之
二
伴
ヒ
テ
美
術
審
査
委
員
會
ヲ
麿
シ
帝
図
美
術
院
ヲ
饂
ク
ヲ
必

要
卜
認
メ
候
二
付
左
二
之
二
闊
ス
ル
諸
案
ヲ
具
シ
高
裁
ヲ
仰
キ
候
也

大
正
七
年

と
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
大
正
七
年
作
成
の
上
申
書
の
控
え
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
第
二
枚
目
以
降
は
「
勅
令
案
」
（
東
京
美
術
専
門
学
校
、
東
京

美
術
工
芸
学
校
設
置
に
関
す
る
）
、
「
東
京
美
術
専
門
学
校
規
則
案
」
、
「
東
京
美

術
工
芸
学
校
規
則
案
」
、
「
勅
令
案
」
（
帝
国
美
術
院
設
置
に
関
す
る
）
「
帝
国
美

術
院
規
程
案
」
か
ら
成
り
、
別
に
「
帝
国
美
術
院
規
程
案
」
の
草
稿
一
冊
（
東

京
美
術
学
校
名
入
り
罫
紙
七
枚
に
墨
書
、
訂
正
入
り
）
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。

月

日

新
報
』
第
二
巻
第
四
号
（
大
正
八
年
五
月
）
所
収
の
随
筆
「
一
隅
よ
り
」
に
お
い

て
も
小
倉
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
。

⑲

補
遺

・
帝
国
美
術
院
創
設
と
本
校

大
正
八
年
の
帝
国
美
術
院
創
設
に
関
し
て
は
第
二
巻
794
頁
に
概
要
を
記
し
た

が
、
後
日
新
資
料
の
発
見
に
よ
り
、
本
件
が
本
校
改
革
問
題
と
密
接
な
関
係
が

あ
っ
た
こ
と
が
判
っ
た
の
で
、
こ
こ
に
補
足
し
て
置
く
。

こ
の
資
料
は
東
京
美
術
学
校
名
入
り
罫
紙
三
十
六
枚
に
毛
筆
で
清
書
さ
れ
て

い
る
。
第
一
枚
目
に

第
十
條
帝
図
美
術
院
ノ
會
員
ハ
嘗
該
部
會
ノ
議
決
二
依
リ
東
京
美
術
専
門

先
ず
、
東
京
美
術
専
門
学
校
規
則
案
の
骨
子
は
、
本
科
に
日
本
画
科
、
西
洋

画
科
、
彫
塑
科
を
置
き
、
毎
年
一
回
の
進
級
競
技
に
よ

っ
て
進
級
の
可
否
を
決

定
し
、

学
科
は
十
科
目
中
か
ら
選
択
す
る
こ
と
と
す
る
。
別
に

二
学
年
間
の
普

通
科
を
置
き
、
各
木
科
に
進
む
階
梯
と
す
る
（
但
し
、

普
通
科
卒
業
程
度
の
実

技
、
学
科
試
験
に
合
格
し
た
者
を
直
ち
に
本
科
に
入
学
さ
せ
る
こ
と
も
あ
る
）
。

普
通
科
の
科
目
は
修
身
、
日
本
画
、
西
洋
画
、
塑
造
、
美
術
史
、
人
体
解
剖
、

遠
近
法
、
文
学
、
体
操
と
す
る
。
な
お
、
従
来
の
よ
う
な
入
学
資
格
中
の
年
令

制
限
は
廃
止
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

次
に
東
京
美
術
工
芸
学
校
規
則
案
の
方
は
、
本
科
に
図
案
科
、
鋳
金
科
、
彫

金
科
、
漆
工
科
、
製
版
写
真
科
を
置
き
、
各
年
限
を
三
年
と
す
る
。
別
に
二
年

間
の
普
通
科
を
置
き
、
本
科
に
入
る
階
梯
と
し
（
但
し
書
き
は
前
者
に
同
じ
）
、

そ
の
科
目
を
修
身
、
絵
画
、
彫
塑
、
図
案
、

美
術
史
、
用
器
画
法
、
文
学
、
体

操
と
す
る
。
本
科
に
選
択
科
目
は
置
か
な
い
。
入
学
資
格
中
の
年
令
制
限
廃
止

は
前
者
に
同
じ
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

帝
国
美
術
院
規
程
案
の
骨
子
は
、
文
部
大
臣
の
管
理
に
属
し
、
帝
国
の
美
術

お
よ
び
美
術
工
芸
の
発
達
を
図
り
風
教
を
神
補
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
帝
国

美
術
院
を
新
設
し
、
会
員
（
勅
任
待
遇
）
お
よ
ぴ
補
員
各
三
十
五
名
を
置
く

（
外
国
人
は
客
員
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
）
。
文
部
大
臣
は
同
院
に
諮
詢
す
る

こ
と
が
あ
り
、
同
院
は
決
議
事
項
を
文
部
大
臣
に
具
申
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

同
院
は
毎
年
一
回
美
術
展
覧
会
を
開
き
、
同
院
会
員
が
審
査
す
る
、
と
い
う
も

の
で
あ
る
が
、
特
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
上
記
二
校
と
の
関
係
を
明
記
し
た

次
の
条
項
で
あ
る
。
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第
十
二
條
帝
國
美
術
院
二
院
長
一
名
、
部
長
四
名
、
幹
事
二
名
ヲ
置
キ
其

任
期
ヲ
三
年
ト
ス

院
長
ハ
練
會
二
於
テ
部
長
ハ
部
會
二
於
テ
會
員
中
ョ
リ
投
票
ヲ
以
テ
之
ヲ

互
選
シ
文
部
大
臣
ノ
認
可
ヲ
受
ク
ベ
シ

幹
事
ハ
東
京
美
術
専
門
學
校
及
東
京
美
術
工
褻
學
校
長
ヲ
以
テ
之
二
充
ッ

第
十
五
條
〔
中
略
〕

會
員
中
東
京
美
術
専
門
學
校
及
東
京
美
術
工
藝
學
校
生
徒
製
作
ノ
批
評
添

削
及
競
技
審
査
二
従
事
シ
タ
ル
者
ハ
同
校
ョ
リ
手
営
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得

〔
中
略
〕

第
十
七
條
帝
國
美
術
院
二
書
記
二
名
ヲ
置
キ
東
京
美
術
専
門
學
校
及
東
京

美
術
工
藝
學
校
所
属
ノ
判
任
官
ヲ
以
テ
之
二
充
ッ

『
黒
田
清
輝
日
記
』
に
は
右
一一
一案
を
め
ぐ
る
黒
田
、
久
米
桂
一
郎
、
正
木
直

彦
、
大
村
西
崖
ら
の
動
き
に
関
す
る
記
述
が
散
見
す
る
。
大
正
六
年
九
月
二
十

七
日
に
は
「
正
木
主
事
ト
ア
カ
デ
ミ
ー
及
學
校
ノ
事
二
就
キ
談
合
ッ
―
―一
時
退
出

ス
」
と
あ
り
、
翌
七
年
二
月
十
八
日
に
は
「
午
前
十
時
過
久
米
君
入
来
校
長

ノ
起
草
二
係
ル
帝
園
美
術
院
規
定
ノ
修
正
二
就
キ
協
議
ヲ
遂
ゲ
午
餐
ヲ
共
ニ

ス
」
と
あ
る
。
黒
田
ら
は
大
正
五
年
の
本
校
改
革
運
動
の
際
に
改
革
派
が
提
起

ラ
ズ

學
校
長
又
ハ
東
京
美
術
工
藝
學
校
長
卜
合
議
ノ
上
毎
年
交
替
シ
テ
毎
週
一

回
以
内
雨
校
生
徒
ノ
製
作
ヲ
批
評
添
削
シ
及
其
競
技
又
ハ
試
瞼
ノ
成
績
ヲ

審
査
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

東
京
美
術
専
門
學
校
及
東
京
美
術
工
藝
學
校
宜
技
ノ
教
授
及
助
教
授
ハ
其

在
職
中
帝
図
美
術
院
ノ
會
員
卜
為
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
但
補
員
ハ
此
限
二
在

し
た
改
革
条
項
を
盛
り
込
ん
で
本
校
を
大
改
革
し
、
ま
た
、
自
立
性
の
あ
る
帝

国
美
術
院
を
新
設
し
て
美
術
専
門
学
校

・
美
術
工
芸
学
校
と
の
関
係
を
明
確
に

し
、
ア
カ
デ
ミ
ー
と
し
て
機
能
さ
せ
る
べ
く
画
策
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
何

故
に
か
、
本
校
の
大
改
革
は
実
効
を
見
ず
、
帝
国
美
術
院
の
新
設
の
み
が
実
現

し
た
。
な
お
、
美
術
専
門
学
校
と
美
術
工
芸
学
校
は
別
個
に
置
く
べ
き
で
あ
る

と
い
う
考
え
は
、
明
治
一
二
十
二
年
に
お
け
る
黒
田
清
輝
の
本
校
改
革
意
見
書

（
本
書
第
二
巻
45
頁
参
照
。
の
ち
に
原
本
が
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
黒
田
清
輝
資
料
中
に

あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
）
に
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
考
え
が
大
正
七
年
の
こ
の
時

点
ま
で
継
続
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
本
資
料
に
よ
っ
て
判
る
。
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